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い
も
の
と
し
て
は
、
次
の
ご
と
き
文
亀
二
年
(
一
五
送
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
こ
れ
を
高
島
南
市
の
商
人

O
二
)
の
九
里
員
秀
書
状
が
あ
げ
ら
れ
る
。
衆
が
阻
止
し
よ
う
と
押
し
置
き
、
そ
し
て
右
の
ご
と

保
内
商
人
、
若
狭
江
越
荷
物
、
於
当
郷
押
置
候
き
書
状
の
発
給
を
見
た
の
で
あ
る
。
後
掲
す
る
享
禄

(無
)

(

4

)

条
、
不
謂
候
。
従
先
規
相
越
事
無
紛
上
者
、
早
二
年
(
一
五
二
九
)
の
史
料
で
は
、
九
里
半
街
道
は

々
荷
物
被
返
付
、
不
可
有
其
煩
候
。
恐
々
謹
言
。
高
島
南
市
・
南
古
賀
・
北
古
賀
・
今
津
馬
借
の
進
退

す

人

命

屯

奇

叶

市

ル

閉

且

問

問

削

即

中

仇

帥

即

九

月

二

日

員

秀

(

花

押

)

下

に

あ

る

と

主

張

さ

れ

て

お

り

、

か

り

に

こ

の

主

張

高
島
郡
南
市
庭

(
3
)

商

人

中

が

相

論

の

た

め

の

誇

大

な

も

の

で

あ

っ

た

と

し

て

も

、

前
節
ま
で
の
検
討
で
、
九
里
半
街
道
の
途
中
に
設
こ
の
書
状
は
、
近
江
国
守
護
六
角
氏
の
被
官
人
九
保
内
商
人
の
九
里
半
街
道
進
出
そ
の
も
の
は
、
五
ケ

置
さ
れ
て
い
た
大
杉
・
保
坂
両
関
の
状
況
が
ほ
ぼ
明
里
買
秀
が
、
高
島
郡
南
市
庭
の
商
人
中
に
宛
て
て
発
商
人
よ
り
は
か
な
り
遅
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ら
か
と
な
っ
た
の
で
、
本
節
以
下
で
は
、
こ
の
九
里
半
し
た
も
の
で
、
言
う
と
こ
ろ
は
、
保
内
商
人
が
若
狭
と
す
れ
ば
、
右
引
室
田
状
の
文
亀
二
年
の
段
階
で
、
保

街
道
を
通
行
し
て
商
業
活
動
に
従
事
し
た
商
人
衆
に
に
向
け
て
輸
送
す
る
荷
物
を
、
当
郷

l
高
島
南
市
で
内
商
人
の
活
動
が
急
速
に
活
発
化
し
、
そ
の
た
め
に

つ
い
て
の
史
料
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。
幸
い
「
今
押
し
置
い
て
妨
害
し
た
の
は
不
当
で
あ
っ
て
、
保
内
五
ヶ
商
人
と
の
聞
に
確
執
を
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
た

(
l
)
 

堀
日
士
口
神
社
文
書
」
に
は
、
こ
の
街
道
の
商
人
衆
の
商
人
が
荷
物
を
若
狭
へ
運
送
す
る
の
は
先
規
よ
り
紛
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
守
護
六
角
氏
(
お
よ
び
被

活
動
を
示
す
史
料
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
れ
の
な
い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
直
ち
に
そ
の
荷
物
を
官
人
九
里
氏
)
に
と
っ
て
は
、
領
国
内
商
人
の
商
業

以
下
に
順
次
引
用
し
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
返
し
て
煩
い
な
く
通
行
さ
せ
る
よ
う
に
、
と
い
う
の
活
動
の
活
発
化
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、

な

お

、

こ

れ

ら

の

史

料

に

つ

い

て

は

、

既

に

仲

村

研

で

あ

る

。

こ

の

高

島

南

市

商

人

衆

の

行

為

を

非

と

断

じ

て

、

保

氏
が
っ
中
世
村
落
文
書
の
読
み
方
ぺ
l

今
堀
日
吉
神
社
保
内
商
人
と
は
、
延
暦
寺
領
得
珍
保
に
属
す
る
商
内
商
人
の
活
動
に
一
層
の
便
宜
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

文
書
の
九
里
半
街
道
商
論
史
料
レ
に
お
い
て
詳
し
く
人
を
指
し
、
野
々
川
商
人
と
も
称
さ
れ
て
い
た
。
一
こ
の
よ
う
な
保
内
商
人
の
活
動
を
阻
止
し
よ
う
と

分
析
し
て
お
ら
れ
、
こ
こ
で
の
検
討
は
ほ
ぼ
全
面
的
方
、
高
島
南
市
の
商
人
は
、
湖
東
地
域
の
小
幡
・
薩
い
う
五
ヶ
商
人
の
動
向
が
、
よ
り
明
瞭
な
形
で
あ
ら

に
氏
の
論
述
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
明
記
し
摩
・
八
坂
・
田
中
江
の
商
人
と
合
わ
せ
て
五
ヶ
商
人
わ
れ
た
の
は
、
享
禄
元
年
ご
五
二
八

)
i
二
年
の

て

お

く

。

と

総

称

さ

れ

、

彼

ら

は

保

内

商

人

と

対

立

し

て

、

商

事

件

に

お

い

て

で

あ

る

。

今

回

の

事

件

も

、

文

亀

二

業
上
の
権
益
を
擁
護
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
。
こ
年
の
も
の
と
同
様
に
、
保
内
商
人
の
若
狭
向
け
荷
物

う
し
た
と
こ
ろ
に
、
保
内
商
人
が
荷
物
を
若
狭
へ
運
を
、
高
島
南
市
商
人
が
押
収
し
た
と
こ
ろ
に
端
に
発

九
里
半
街
道
と

大
杉
・
保
坂
関
同

泉

義

博

(四)

九
呈
半
街
道
を
通
行
す
る
商
人
衆
に
関
し
、
そ
の

活
動
の
様
相
を
窺
わ
せ
て
く
れ
る
史
料
の
う
ち
の
古
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し

て

い

る

。

平

井

右

兵

衛

尉

殿

(
6
)

(
州
カ
)

(
上
略
)
先
度
者
、
若
衆
小
浜
へ
御
下
候
処
、
す
な
わ
ち
、
高
島
南
市
商
人
が
九
里
半
街
道
で
保

(
之
)

南
市
之
面
々
新
儀
お
こ
し
、
其
方
へ
荷
物
取
候
内
商
人
の
荷
物
を
押
し
取
っ
た
事
件
に
つ
き
、
相
尋

(
田
中
頼
長
)

(
中
略
)
御
成
敗
ニ
よ
り
可
返
儀
ニ
候
へ
共
、
ね
た
と
こ
ろ
、
五
ヶ
商
人
の
う
ち
の
小
幡
の
商
人
が

(
』
カ
)

少
取
ち
門

U
よ
し
候
問
、
小
事
可
返
口
よ
し
申
言
、
つ
に
は
、
高
島
南
市
は
保
内
商
人
を
立
ち
寄
ら
せ

候
(
中
略
)
荷
物
不
返
付
候
者
、
涯
分
相
当
を
な
い
在
所
で
あ
っ
た
の
で
、
守
護
の
命
を
も
っ
て
、

(
5
)
 

可

取

覚

語

候

(

下

略

)

荷

物

を

押

し

置

い

た

の

だ

と

の

こ

と

で

あ

る

、

と

い

こ
れ
は
泉
屋
信
重
が
保
内
惣
庄
に
宛
て
た
十
一
月
う
の
で
あ
る
。
宛
所
の
平
井
氏
と
は
、
守
護
六
角
氏

二
十
六
日
付
書
状
の
一
節
で
、
享
禄
元
年
の
も
の
と
の
側
近
に
あ
っ
て
、
当
該
事
件
を
担
当
し
た
奉
行
人

し
て
ま
ず
誤
り
な
か
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
保
内
で
あ
ろ
う
。
こ
の
史
料
中
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、

商
人
は
泉
屋
信
重
を
通
じ
て
、
荷
物
の
返
却
を
、
高
保
内
商
人
が
高
島
南
市
に
立
ち
寄
っ
て
九
里
半
街
道

島
南
市
商
人
衆
お
よ
び
そ
の
地
域
の
管
轄
者
田
中
頼
を
通
行
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
な

長
に
申
し
入
れ
た
の
で
あ
る
が
、
い
さ
さ
か
の
行
き
か
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
保
内
商
人

違
い
が
あ
っ
て
、
当
該
荷
物
の
一
部
し
か
返
さ
れ
て
の
活
動
の
活
発
化
に
伴
な
っ
て
、
こ
れ
ま
で
五
ヶ
商

い
な
い
の
で
、
泉
屋
信
重
は
涯
分
を
も
っ
て
全
部
を
人
ら
の
独
占
的
な
使
用
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
九
里
半

返
却
さ
せ
る
所
存
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
街
道
を
、
保
内
商
人
が
頻
繁
に
往
来
す
る
よ
う
に
な

し
か
る
に
五
ヶ
商
人
の
側
に
立
っ
た
田
中
頼
長
は
、
り
、
そ
の
た
め
に
五
ヶ
商
人
は
、
自
分
た
ち
の
権
益

五
ヶ
商
人
の
言
い
分
を
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。
を
守
る
べ
く
、
保
内
商
人
の
荷
物
を
押
し
置
く
と
い

就
南
市
商
人
於
九
里
半
荷
物
押
取
儀
、
預
御
状
う
行
動
に
出
た
の
で
あ
る
。
、

候
。
既
相
尋
候
処
、
小
幡
商
人
中
談
、
此
在
所
し
か
し
な
が
ら
、
守
護
六
角
定
頼
の
裁
決
は
、
高

(
押
カ
)

不
立
付
商
人
之
儀
候
問
、
屋
形
以
御
成
敗
給
置
島
南
市
商
人
の
行
為
を
不
当
と
し
、
保
内
商
人
の
主

候
由
申
候
。
様
鉢
被
開
召
候
て
、
重
而
可
承
候
。
張
を
全
面
的
に
容
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(

享

禄

元

年

カ

)

問

中

四

郎

五

郎

(

海

)

十

二

月

四

日

頼

長

在

判

於

九

里

半

階

道

路

、

円

U
荷
物
之
由
門

U
、
彼

泉

九
里
半
街
道
と
大
杉
・
保
坂
関
同

商
人
仁
可
返
付
候
。
不
可
有
難
渋
候
由
、
被
仰

出
候
。
伯
執
達
如
件
。

享
禄
元
年
十
二
月
廿
日

貞孟貞逗
手口出台墜

花花
押押

古
同
直
面
+
南
中
巾

(
7
)

商
人
中

こ
の
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
に
よ
る
と
、
高
島

南
市
商
人
衆
が
押
し
取
っ
た
保
内
商
人
の
荷
物
は
、

直
ち
に
返
却
し
、
難
渋
あ
る
べ
か
ら
ず
と
命
ぜ
ら
れ

て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
高
島
南
市
な
ど
五
ヶ
商

人
の
九
里
半
街
道
に
お
け
る
独
占
的
権
益
は
否
定
さ

れ
、
新
進
の
保
内
商
人
の
活
動
が
保
護
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
高
島
南

市
商
人
宛
て
の
奉
書
が
、
保
内
商
人
の
手
許
に
残
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
か
る
裁
決
を
受
け
た

保
内
商
人
が
、
み
ず
か
ら
こ
の
奉
書
を
持
っ
て
高
島

南
市
に
出
向
き
、
当
該
の
荷
物
を
取
り
返
し
て
、
事
態

の
解
決
を
図
っ
た
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う

な
相
論
の
最
終
的
な
解
決
は
、
勝
訴
し
た
者
に
よ
る
、

権
力
を
背
景
に
し
た
実
力
行
使
に
委
ね
ら
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
六
角
氏
お
よ
び
被
官
人
が
、

こ
の
決
定
を
現
地
で

H

自
動
的
。
に
執
行
す
る
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
事
件
に
は
一
応
の
結
着
が
つ
い
た
の
で

あ
っ
た
が
、
し
か
し
高
島
南
市
な
ど
五
ヶ
商
人
に
と

っ
て
は
、
旧
来
の
権
益
が
大
き
く
削
減
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
、
決
し
て
容
易
に
承
諾
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
翌
享
禄
二
年
(
一
五

二
九
)
に
、
こ
の
問
題
を
再
び
六
角
氏
の
も
と
に
提

訴
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

2 

注仲
村
研
氏
編
『
今
堀
日
吉
神
社
文
書
集
成
』
所
載
。

仲
村
氏
「
中
世
村
落
文
書
の
読
み
方
l
今
堀
日
吉
神

社
文
書
の
九
里
半
街
道
商
論
史
料
」
(
『
歴
史
公
論
』

第
二
巻
七
号
)
。

守
今
堀
日
士
口
神
社
文
書
集
成
』
第
一

O
九
号
。

『
今
堀
日
吉
神
社
文
書
集
成
』
第
一
一
一
一
号
。

『
今
堀
日
吉
神
社
文
書
集
成
』
第
一
七
号
。

Z
7堀
日
吉
神
社
文
書
集
成
』
第
一
六
号
。

『
今
堀
日
吉
神
社
文
書
集
成
』
第
一
四
号
。

3 4 5 6 7 

国

再
審
議
に
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
五
ヶ
・
保
内

商
人
の
相
論
に
つ
き
、
享
禄
二
年
(
一
五
二
九
)
六

月
七
日
に
、
五
ヶ
商
人
は
次
の
よ
う
な
申
状
を
六
角

氏
の
も
と
に
提
出
し
て
い
る
ノ
長
文
で
あ
る
が
全
部

を
引
用
し
て
、
子
細
に
な
が
め
て
み
よ
う
。

(
端
裏
書
)

「
小
幡
其
外
五
ヶ
よ
り
申
商
人
事
」

条
々
若
州
道
九
里
半
之
事

(

一

)

(

士

白

畑

貝

)

一
九
里
半
之
事
者
、
高
島
南
市
・
同
南
五
ヶ
、

(
古
賀
)

又
今
津
之
馬
借
・
同
北
五
ヶ
之
商
人
進
退
仕

事
、
不
可
有
其
隠
候
。
然
処
、
野
々
川
衆
彼

道
を
罷
通
、
若
州
江
商
買
可
仕
造
意
、
新
儀

ニ
候
。
被
開
召
問
、
無
相
違
被
仰
付
候
者
、

可
恭
存
候
。

(ニ)一
雄
為
五
ヶ
内
、
子
孫
仁
付
而
罷
立
候
。
無
由

緒
者
ハ
不
罷
立
候
。
但
、
五
ヶ
商
買
の
足
子
、

所
々
に
在
之
事
候
。
こ
れ
も
由
緒
次
第
ニ
候
。

〈

三

)

(

帯

)

一
野
々
川
衆
由
事
、
何
様
の
滞
証
拠
申
上
候
哉
。

商
買
に
付
而
、
品
目
者
、
御
院
宣
或
山
門
之

御
下
知
等
、
被
下
置
族
候
。
雄
然
、
左
様
の

以
筋
目
、
世
上
ほ
し
い
ま
主
に
商
寅
不
被
成

事
ニ
候
。
国
々
津
湊
、
各
別
に
立
場
候
て
、

商
買
仕
候
。
商
買
の
し
な
数
多
あ
る
儀
候
。

何
も
其
座
々
に
立
入
、
せ
き
あ
い
候
。
市
売

・
里
売
迄
、
悉
差
別
次
第
、
商
買
道
の
古
実

ニ
候
。

(
固
)一

八
風
・
千
草
へ
越
、
伊
勢
商
買
之
事
、
四
本

と
申
候
て
、
石
塔
・
野
々
川
・
小
幡
・
沓
懸
、

比
等
罷
立
候
。
薩

f
・
八
坂
・
田
中
江
等
之

者
、
更
不
罷
立
候
。

{
」
)
猶
以
野
々
川
衆
、
若
州
江
望
事
、
一
向
有
名

無
実
の
申
事
候
。
小
幡
・
薩
「
の
商
人
の
あ

い
物
を
、
野
々
川
衆
買
取
、
市
売
を
仕
候
。

但
、
五
ヶ
の
内
に
も
有
子
細
、
市
売
仕
在
所
、

在
之
事
候
。

(
六
)一

如
此
、
野
々
川
衆
、
市
売
雄
仕
候
、
愛
智
川

よ
り
北
へ
ハ
不
罷
立
候
。

(
七
}一

九
里
半
道
に
付
市
、
往
古
以
来
、
数
度
大
事

の
公
事
出
来
候
。
樽
銭
・
礼
物
、
或
商
買
仁

(
古
賀
)

付
候
て
、
出
銭
・
礼
物
等
の
事
、
南
北
五
ヶ

・
南
市
の
商
人
、
其
支
配
仕
候
。
野
々
川
衆
、

曲
目
以
存
知
不
仕
候
。

巳
上

こ
の
条
々
は
、
端
裏
書
に
見
え
る
ご
と
く
に
、
小

幡
な
ど
五
ヶ
商
人
か
ら
守
護
六
角
氏
の
も
と
に
提
出

さ
れ
た
申
状
の
案
文
で
、
保
内
商
人
の
主
張
に
対
し

て
遂
一
反
論
を
加
え
て
い
て
、
こ
の
時
の
九
里
半
街

道
を
め
ぐ
る
相
論
の
具
体
的
内
容
を
知
る
の
に
極
め

て
有
効
で
あ
る
。
年
月
日
が
欠
落
し
て
い
る
が
、
同

類
の
他
史
料
か
ら
推
測
し
て
、
享
禄
二
年
六
月
七
日

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
誤
り
な
か
ろ
う
。
そ
も
そ
も
諸
国
の
津
湊
に
は
、
商
人
が
各
別
に
立
つ

第
一
条
。
九
里
半
街
道
は
、
高
島
南
市
・
南
北
古
べ
き
「
場
」
(
縄
張
り
)
が
あ
り
、
多
数
の
商
品
も

賀
・
今
津
馬
借
の
者
が
進
退
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
座
」
に
お
い
て
取
り
引
き
さ
れ
て
い

野
々
川
衆

l
保
内
商
人
が
こ
こ
を
通
行
し
て
若
狭
へ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
市
で
の
販
売
や
里
へ

商
売
に
行
く
こ
と
は
新
儀
の
非
法
で
あ
る
の
で
、
こ
の
行
商
に
お
い
て
悉
く
差
別
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の

れ
を
停
止
さ
せ
て
ほ
し
い
。
こ
の
条
項
に
よ
っ
て
、
は
、
「
商
買
道
の
古
実
し
で
あ
っ
て
、
か
か
る
秩
序

保
内
商
人
の
若
狭
商
売
は
か
な
り
後
発
で
あ
っ
た
こ
を
乱
し
て
保
内
商
人
が
新
儀
に
参
入
し
て
く
る
こ
と

と
が
窺
え
る
と
共
に
、
九
里
半
街
道
は
近
隣
の
高
島
は
、
許
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。

南
市
・
南
北
古
賀
・
今
津
馬
借
の
独
占
的
な
利
用
に
第
四
条
。
八
風
・
千
草
街
道
経
由
で
行
な
わ
れ
る

供

さ

れ

て

い

た

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

伊

勢

商

売

に

つ

い

て

見

て

み

る

と

、

四

本

商

人

と

称

第
二
条
。
五
ヶ
商
人
の
う
ち
で
も
、
旧
来
よ
り
九
さ
れ
る
石
塔
・
野
々
川
(
保
内
)
・
小
幡
・
沓
懸
の

里
半
街
道
通
行
の
若
狭
商
売
に
従
事
し
て
い
た
商
人
者
だ
け
が
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
小
幡
は
五
ヶ

の
子
孫
に
限
っ
て
、
こ
の
商
売
を
行
な
っ
て
い
る
の
商
人
に
も
属
し
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
五

で
あ
っ
て
、
か
か
る
由
緒
を
持
た
な
い
商
人
は
若
狭
ヶ
商
人
の
他
の
薩
摩
・
八
坂
・
田
中
江
の
者
が
伊
勢

商
売
に
参
加
し
て
は
い
な
い
。
ま
し
て
や
保
内
商
人
商
売
に
参
加
し
た
り
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に

は
全
く
の
新
参
者
で
あ
る
か
ら
、
若
狭
商
売
が
許
さ
四
本
商
人
・
五
ヶ
商
人
と
総
称
さ
れ
る
商
人
衆
の
中

れ
る
は
ず
は
な
い
。
ま
た
五
ヶ
商
人
の
下
に
属
す
る
に
お
い
て
す
ら
、
厳
然
た
る
区
別
が
存
在
し
て
い
る

「
足
子
」

l
小
売
行
商
人
が
各
所
に
い
る
が
、
こ
れ
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
や
五
ヶ
商
人
に
含
ま
れ
な

も
由
緒
に
よ
っ
て
商
売
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
保
内
商
人
が
、
若
狭
商
売
に
参
入
で
き
る
は
ず
は

第
三
条
。
野
々
川
衆

l
保
内
商
人
の
主
張
は
、
い
な
い
の
で
あ
る
。

か
な
る
根
拠
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
。
昔
は
第
五
条
。
野
々
川
衆

l
保
内
商
人
が
こ
れ
ま
で
行

院
宣
や
山
門
の
下
知
状
を
給
与
さ
れ
る
者
が
い
た
が
、
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
小
幡
・
薩
摩
の
商
人
が
若
狭

こ
の
よ
う
な
も
の
は
商
売
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
か
ら
運
送
し
て
き
た
塩
合
物
を
買
い
受
け
、
こ
れ
を

泉

九
里
半
街
道
と
大
杉
・
保
坂
関

印い

市
で
販
売
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
根

拠
に
し
て
、
直
接
に
若
狭
ま
で
出
向
い
て
輸
送
・
卸

売
の
商
売
に
参
入
で
き
る
と
主
張
す
る
の
は
、
有
名

無
実
の
言
い
分
で
あ
る
。
輸
送
・
卸
売
は
五
ヶ
商
人

が
担
当
し
、
保
内
商
人
は
市
で
の
小
売
だ
け
が
認
め

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
五
ヶ
商
人
に
属
す

る
在
所
で
あ
っ
て
も
、
子
細
に
よ
り
市
売
を
行
な
う

と
こ
ろ
も
あ
る
。

第
六
条
。
野
々
川
衆

1
保
内
商
人
の
市
売
(
小
売
)

に
つ
い
て
も
、
愛
智
川
以
南
に
お
い
て
だ
け
で
あ
っ

て
、
以
北
で
の
市
売
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

第
七
条
。
九
里
半
街
道
に
関
す
る
数
度
の
公
事
(

新
関
設
置
と
そ
の
棄
破
の
こ
と
)
の
際
の
樽
銭
・
礼

物
、
あ
る
い
は
商
売
に
関
す
る
出
銭
・
礼
物
は
、
こ

れ
ま
で
南
北
古
賀
・
商
島
南
市
の
商
人
が
支
出
し
て

き
た
の
で
あ
っ
て
、
野
々
川
衆

l
保
内
商
人
は
一
向

に
関
与
し
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
九
里
半
街
道
を

通
行
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
か
か
る
経
費
の
支

弁
を
行
な
う
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五
ヶ
商
人
の
申
状
は
以
上
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

要
す
る
に
一
言
で
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
保
内
商
人
は

九
里
半
街
道
を
通
行
し
て
の
若
狭
商
売
(
若
狭
か
ら

直
接
に
商
品
を
輸
送
し
て
き
て
こ
れ
を
販
売
す
る
こ

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



若
越
郷
土
研
究

二
八
巻
一
号

12 

と
)
を
行
な
っ
た
こ
と
が
な
く
、
単
に
五
ヶ
商
人
よ
事
、
野
々
川
衆
不
存
知
由
、
申
上
候
。
可
為

り
卸
さ
れ
た
塩
合
物
を
愛
智
川
以
南
で
市
売
す
る
だ
勿
論
候
。
五
ヶ
の
商
人
さ
い
は
ん
仕
儀
候
。

け
で
あ
っ
た
の
に
、
享
禄
元
年
に
至
っ
て
、
本
格
的
其
次
第
、
以
一
書
申
上
候
。

な

若

狭

商

売

に

乗

り

出

し

、

そ

の

た

め

に

五

ヶ

商

人

己

上

(
2
)
 

の

権

益

と

衝

突

し

た

と

い

う

こ

と

な

の

で

あ

る

。

六

月

七

日

次
に
、
こ
の
申
状
と
同
時
に
提
出
さ
れ
た
、
小
幡
第
一
条
。
長
野
郷
一
日
市
は
近
江
国
に
お
け
る
「

商
人
の
申
状
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
前
掲
申
状
親
市
」
と
し
て
古
い
由
緒
を
持
ち
、
正
月
十
一
日
の

第
六
条
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
愛
智
川
以
北
の
市
に
初
市
で
は
、
各
地
の
商
人
衆
が
参
集
し
て
市
神
を
祭

関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
保
内
商
人
は
、
る
の
で
あ
る
が
、
野
々
川

1
保
内
商
人
は
い
ま
だ
こ

愛
智
川
以
北
の
市
で
商
売
を
行
な
っ
た
実
績
が
な
い
の
初
市
に
参
列
し
た
こ
と
が
な
い
。

こ

と

が

主

張

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

第

二

条

。

愛

智

川

中

橋

市

な

ど

の

新

市

と

、

出

路

(
端
裏
書
)

「

小

幡

よ

り

出

」

・

高

宮

・

尾

生

市

に

は

、

こ

れ

ま

で

保

内

商

人

は

立

条
々
従
愛
智
川
北
市
之
御
門
l
l
u

っ
た
こ
と
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
愛
知
日
川
以
北
の
北

ご
カ
)
(
一
)

口
長
野
郷
一
日
市
之
事
、
当
国
親
市
に
て
候
。
市
に
保
内
商
人
が
立
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
の
主
張
は
、

(
中
略
)
毎
年
正
月
十
一
日
に
立
初
候
。
全
く
の
偽
り
で
あ
る
。

(
中
略
)
座
之
次
第
有
古
実
儀
候
。
難
然
第
三
条
。
先
年
の
九
里
半
街
道
に
お
け
る
新
関
設

野
野
川
商
人
罷
立
候
事
、
曲
目
以
無
之
儀
ニ
候
。
置
に
つ
き
、
五
ヶ
商
人
は
数
度
の
出
銭
を
行
な
っ
た

(ニ)一
愛
知
日
川
中
橋
市
・
四
十
九
院
市
・
枝
村
市
、
が
、
こ
れ
を
保
内
商
人
が
存
知
し
て
い
な
い
の
は
当

是
新
市
也
。
出
路
市
・
高
富
市
・
尾
生
市
、
然
で
あ
っ
て
、
五
ヶ
商
人
と
し
て
し
か
る
べ
く
処
置

此
等
之
市
何
へ
も
、
野
々
川
商
人
不
罷
立
候
。
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
次
第
は
一
書
を
以
っ
て
申
し

(
中
略
)
然
処
、
野
々
川
商
人
、
北
市
へ
罷
上
げ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

立
由
申
上
候
哉
。
以
外
偽
之
申
事
に
候
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
小
幡
商
人
申
状
で
は
、
保

一
先
年
九
里
半
新
関
に
付
而
、
数
度
出
銭
等
之
内
商
人
が
、
親
市
の
祭
礼
に
参
列
し
て
お
ら
ず
、
ま

た
愛
智
川
以
北
の
市
で
商
売
を
行
な
っ
た
実
績
の
な

い
こ
と
が
証
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
い
で
、
先
掲
五
ヶ
商
人
申
状
の
第
七
条
で
触
れ

ら
れ
、
ま
た
右
の
小
幡
商
人
申
状
第
三
条
で
記
さ
れ

(
3
)
 

た
、
九
里
半
街
道
新
関
の
停
廃
に
関
す
る
一
書
が
あ

る
。
こ
れ
は
南
北
古
賀
商
人
よ
り
提
出
さ
れ
た
七
ケ

条
に
及
ぶ
条
々
で
、
新
関
停
廃
に
際
し
て
樽
銭
・
礼

物
を
支
出
し
て
き
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

一
部
は
既
に
第
二
・
三
節
で
引
用
し
て
お
い
た
。
そ

こ
で
こ
こ
で
は
、
重
ね
て
引
用
す
る
煩
を
避
け
て
、

そ
の
内
容
だ
け
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
す

る。O
保
坂
に
新
聞
が
設
置
さ
れ
た
の
は
四
回
あ
り
、
そ

の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
五
ヶ
商
人
は
、
知
行
を
担

当
す
る
朽
木
・
能
登
・
横
山
・
越
中
の
各
氏
に
申

し
入
れ
を
行
な
っ
て
、
棄
破
に
成
功
し
て
い
る
。

そ
の
際
の
御
樽
・
御
礼
物
は
、
い
ず
れ
も
南
北
古

賀
・
高
島
南
市
の
商
人
衆
が
支
弁
し
た
(
第
一

二
・
四
・
五
条
)
。

O
粟
屋
氏
が
設
置
し
た
大
杉
の
新
関
に
つ
い
て
は
、

朽
木
氏
被
官
人
飯
田
氏
の
馳
走
に
よ
っ
て
棄
破
さ

れ
、
御
樽
・
御
礼
物
を
同
様
に
南
北
古
賀
・
高
島

南
市
が
支
出
し
た
(
第
三
条
)
。
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O
永
正
九
年
に
追
分
に
設
置
さ
れ
た
新
関
に
つ
い
て

は
、
関
屋
を
放
火
す
る
と
い
う
武
篇
に
及
び
、
つ

い
で
饗
庭
氏
の
口
入
に
よ
っ
て
棄
破
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
御
樽
・
御
礼
物
の
支
出
は
同
前
(
第

六
条
)
。

O
若
狭
小
浜
で
「
商
寅
銭
悪
銭
」
を
め
ぐ
る
紛
争
が

あ
っ
た
が
、
五
ヶ
商
人
が
守
護
武
田
氏
に
訴
え
て
、

そ
の
要
求
が
許
容
さ
れ
た
。
御
樽
・
御
礼
物
の
支

出
は
同
前
(
第
七
条
)
。

以
上
が
南
北
古
賀
商
人
申
状
の
内
容
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
九
豆
半
街
道
の
関
所
の
停
廃
や
、
小
浜
で

の
悪
銭
に
関
す
る
紛
争
に
お
い
て
、
五
ヶ
商
人
や
南

北
古
賀
商
人
が
そ
の
全
て
を
適
切
に
処
置
し
て
い
る

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
保
内
商
人

に
は
何
ら
実
績
の
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

享
禄
二
年
の
相
論
再
審
議
に
提
出
さ
れ
た
五
ヶ
商

人
側
の
申
状
は
、
以
上
の
三
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

の
申
状
か
ら
考
、
え
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
保
内
商

人
側
は
著
し
く
不
利
に
思
わ
れ
る
。
ど
の
条
項
を
と

っ
て
も
、
五
ヶ
商
人
や
南
北
古
賀
商
人
の
由
緒
は
保

内
商
人
よ
り
は
る
か
に
古
く
、
ま
た
商
業
上
の
着
実

な
実
績
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
年
七
月
三
日
に

下
さ
れ
た
守
護
六
角
氏
の
裁
決
は
、
保
内
商
人
の
主

張
を
容
れ
て
、
五
ヶ
商
人
を
敗
訴
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

、淫
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『
今
堀
日
土
口
神
社
文
書
集
成
』
第
一
一
一
一
号
。

2

『
今
堀
日
吉
神
社
文
書
集
成
』
第
一
一

O
号。

3

『
今
堀
日
吉
神
社
文
書
集
成
』
第
一
三
八
号
。
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